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これ知っとる!? 生ごみ処理機器の購入補助をしています

問秘書広報課 ☎０５０（３３８１）５００１
これ知っとる!? 市 政 出 前 講 座 を 実 施 し て い ま す

　本市と南島原市商工会では、地元消費の拡大と地域経済活性化を
目的に、「南島原市がまだす商品券」を販売します。　
　１万２千円の商品券が、１セット１万円で販売される大変お得な
商品券です（ただし、１人５セットまで）。 ぜひご利用ください。

※平成27年４月１日以降、引き続き本市に住んでいる人で、高齢の人・障がいのある人・ひとり親家庭の人・多子世帯の
子・生活保護世帯の人は、１人当たり１セット分に限り、別途2,000円の割引があります（該当する人には、本市福祉事
務所から割引購入該当証明書が郵送されます）。

●販売期間…７月１日㈬～　午前10時～午後４時　　　　　  　
　（土・日・祝日を除く）※売り切れ次第終了。
●販売場所…南島原市商工会各地区会館（８ヵ所）
問商 工 観 光 課　☎０５０（３３８１）５０３２
　南島原市商工会　☎０９５７（７６）１５００

布 津 ６月10日㈬ 10：00～12：00
13：00～15：00

布津多目的集会
施設（世紀の泉）

名　　称 連　絡　先

商 工 会 深 江 地 区 会 館 深江町丁2169-2
☎72－2891

商 工 会 布 津 地 区 会 館 布津町乙1361-3
☎72－5700

商 工 会 有 家 地 区 会 館 有家町久保204-9
☎82－2431

商工会西有家地区会館 西有家町須川786-21
☎82－8820

商工会北有馬地区会館 北有馬町丁35-1
☎84－2222

商工会南有馬地区会館 南有馬町乙1107
☎85－3223

商工会口之津地区会館 口之津町丁5611-7
☎76－1500

商工会加津佐地区会館 加津佐町己2818-2
☎87－3083

●南島原市がまだす商品券販売所

7月
から
南島原市がまだす商品券南島原市がまだす商品券
（プレミアム付き）（プレミアム付き）

2,000円分お得2,000円分お得

500円券×24枚＝12,000円を

限定券17枚＋共通券7枚

10,000円で販売

販売を開始します！販売を開始します！
市役所の担当課が
わからないときは ☎050（3381）5000 へ

南島原市役所

南島原市アクアスロン大会
参加者募集

と９月13日㈰
ば白浜海水浴場・早崎半島特設コース（口之津町）
なスイムとランを組み合わせた競技
●参加料
・ジュニア（小学３～６年生、中学生） … 2,000円／1人
・一　　般 … 6,000円／1人
・リ レ ー … 8,000円／1組
し７月31日㈮
もスポーツ振興課、各支所、各教育振興班に備え付け
の申込書で申し込んでください。また、市ホームペー
ジから申込書のダウンロードができます。

問 商工観光課 ☎050（3381）5032　長崎県計量検定所 ☎095（844）9892　長崎県計量協会 ☎095（841）9491

はかりの検査のお知らせ

問 地籍調査課 ☎０５０（３３８１）５０３６

７月から
地籍調査が始まります

　地籍調査の一筆地（現地）調査を次の地区で実施し
ます。
❶加津佐町…上宮原名の一部
❷北有馬町…谷川名の一部
❸西有家町…長野の一部
❹深 江 町…大野木場名の一部
※対象者に対しては、後日説明会を開催します。現地
調査が円滑に進むよう事前に土地の境界の確認、見
通しの悪い境界にある草木などの伐採をお願いしま
す。
＊地籍調査とは…一筆ごとに土地の所有者、地番、地
目、面積などを調査すること

問 南島原市アクアスロン大会実行委員会　　　　　  
スポーツ振興課 ☎０５０（３３８１）５０８４

「カラカラで　蛇口に飛び込む　僕の口」

第57回 水 道 週 間

　6 月 1 日から 6 月 7 日
までの 1 週間、全国一斉
に第57回水道週間が実施
されます。
　本市では、水道について、
皆さんの理解と関心を深め、
公衆衛生の向上と生活環境の改善を図ることを目的に、
水道週間の行事を行います。

●水道相談所の開設

と６月１日㈪～５日㈮ 午前９時～午後５時
ば上水道課（南有馬庁舎）・東部水道班（深江庁舎）

●パッキンの無料配布
　（各支所、市民サービス課）
　　蛇口からの水漏れはパッキ
ン（節水コマ）の取り替えで
直ります。（ただし、レバー式
など直らない蛇口も一部あり
ます）数に限りがありますので、
お早めにどうぞ。

お  知  ら  せ
●水道の新設など
　　メーター器から屋内側の給水装置（※）は、各水道
使用者の財産なので、管理（修繕など）は、各自で行っ
てください。
　　給水装置の新設、改造、修繕、撤去などの工事を
するときは、事前に市へ届け出る必要がありますの
で、市の指定給水装置工事事業者へご相談ください。
なお、市の指定事業者以外による工事は禁止されて
います。
※給水装置…給水管およびこれに直結する給水用具

●お願い
　　メーターボックスの近くに犬をつないだり、障害
物を置いたり、ボックス内に付属品を付けたりしな
いでください。また、ボックス内の清掃にもご協力
ください。
　　市では、皆さんが水を安心して利用できるよう努
めています。節水に努め、水を大切に使いましょう。

問 上水道課（南有馬庁舎） ☎０５０（３３８１）５０７０
　東部水道班（深江支所） ☎０５０（３３８１）５１２２

地 区 検  査  日 検　査　場　所

口 之 津 庁 舎口之津 ６月2日㈬

検 査 時 間

11：30～12：30
13：30～16：00

南 有 馬 庁 舎南有馬 ６月3日㈬ 10：00～12：00
13：00～16：00

加津佐総合福祉
センター 希望の里

北有馬ピロティー文化
センター日野江駐車場

加津佐 ６月4日㈭ 10：00～12：00
13：00～15：00

北有馬 ６月8日㈪ 13：30～16：00

深 江 庁 舎深 江 ６月9日㈫ 10：00～12：00
13：00～16：00

地 区 検  査  日 検　査　場　所検 査 時 間

10：00～12：00
13：00～15：00

有 家 庁 舎有 家

６月16日㈫

６月17日㈬ 10：00～12：00
13：00～16：00

６月18日㈭

13：00～16：00

西 有 家 庁 舎西有家

６月23日㈫

６月24日㈬ 10：00～12：00
13：00～16：00

６月26日㈮

10：00～12：00
13：00～16：00６月25日㈭

13：00～16：00

10：00～12：00

　はかりを取引や証明に使用している人は次の日程で検査を受けてください。

●対象となる事業場
　農畜産（肉乳、精米など）、水産、調味、米穀、精肉、
鮮魚、青果、ストアー、百貨店、みやげ品など、嗜
好品（お茶、コーヒーなど）、病院、薬局、保健所、
協同組合（農協、漁協など）、運送業、雑貨（金物、
燃料など）、学校、幼稚園、保育所他

●対象外のはかり
・家庭で使用しているもの
・民間計量士で検査を受けたもの


